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第22回介護保険部会における主な意見等（案）  

（第22回介護保険部会において各委員から出た意見等を事務局でまとめたもの）  

1．事業者規制につし  ヽて  

【介護事業運営の適正化全般について】  

○ 予想外の事態が発生しそれに対応するということは、法制度の成長   

という観点から極めて健全なことであり、適切な法改正がなされるこ   

とが重要ではないか。  

O 「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」の報告書は、おおむ   

ね問題がフォローされているのではないか。  

○ 営利法人が入りやすく、不正を行いにくいスキームを設定すること   

が重要ではないか。  

○ 法律論として、外部から見ても規制の根拠が明らかである仕組みに   

する必要があるのではないか。  

【法令遵守等に係る体制の整備】  

○ 事業者の規模に応じて、適正な指導監督ができるよう配慮すべきで   

はないか。  

○ 事後規制だけでは健全な事業者の育成につながらず、他の方法が必   

要なのではないか。  

○ 組織的な不正行為を減殺するという観点から、事業者に対する規制   

及び立入調査等は必要ではないか。  

【きめ細かな監査指導の実施】  

○ 自治体の監査指導について、バラツキが見られることから標準化す   

る必要があるのではないか。   



○ 不正行為の抑制対策に力を入れるべきであり、保険者機能の強化を   

図るべきではないか。  

○ 国民の信植を回復するためにも、適正かつ厳正な監査指導の実施、   

法律の厳格な適用が必要ではないか。  

【指定・更新の欠格事由の見直し】  

○ 連座制は必要であるが、「一事業所が悪いと機械的に全部の事業所が   

悪い」という仕組みは改める必要があるのではないか。  

○ 指定■更新の欠格事由について、原則指定・更新を拒否し例外的に   

裁量で指定■更新ができるようにするのか、それとも、裁量が大きい   

仕組みなのか。  

○ 国、都道府県、市町村で十分な情報共有と連携を図るべきではない   

か。  

○ 介護事業者に対する不正抑止のため、いわゆる連座制の仕組みは堅   

持すべきではないか。  

【事業廃止時における利用者へのサービス確保対策】  

○ 利用者のサービス確保は重要であり、事業者が自らの責任で対応す   

べきであるが、どうしてもできない場合は行政が事業者を支援するこ   

とが必要ではないか。  

○ 従業員が安心して働けるよう、雇用確保への配慮が必要ではないか。  

○ 利用者のサービス確保の観点から、ケアマネジメントの徹底を図る   

べきではないか。  

【その他】  

○ 処分された事業所名の公表など、利用者が事業者を適切に見極める   

ことができるような工夫が必要ではないか。  
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2．その他  

【介護労働力、介護報酬】   

○ コムスンの不正事案の背景には、介護労働力不足の問題や介護報酬  

の問題があるのではないか。   

○ 介護報酬は、経済の情勢に応じてある程度弾力的に動かせるように  

する必要があるのではないか。   

○ 介護労働者の賃金は非常に低いため、労働分配率の実態把握など、  

できることから早急に行い、介護労働者の労働条件・労働環境を改善  

する必要があるのではないか。  

【介護サービス情報公表制度等】  

○ 介護サービス情報公表制度や第三者評価制度等をまとめるべきでは   

ないか。  

○ 介護事業者の自主的な取組を促すためには、現行の介護サービス情   

報公表制度だけでは不十分ではないか。  
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介護サービス事業の経営の安定化・効率化と介護労働者の  

処遇向上を図るための今後の検討課題について  

平成19年12月10日  
社会 保 障審議 会 介 護給 付 費 分 科 会  
介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム  

介護サービスの質を維持・向上させるには、介護サービス事業の安定的かつ効率的な経  

営と介護労働者の確保・育成が不可欠である。本ワーキングチームが行った9団体からの  

ヒアリング結果をもとに、必要な実態把握とその分析を進め、介護サービス事業の安定的  
かつ効率的な経営と介護労働者の処遇の向上に向けた施策に係る議論を深めることが必要  

である。   

施策の検討に際しては、安定的かつ効率的な介護サービス事業の経営、人事労務管理の  

充実を通じた介護労働者の労働環境の改善やキャリアアップの実現、これらを可能とする  

制度や評価の在り方という視点が重要である。  

を取り巻く状況について  

○ 介護労働者の処遇に関しては、次のような指摘がある。  

・介護労働者は、仕事内容の割に賃金水準が低く、業務に対する社会的評価が低い  

ことに対する不満があり、現在の賃金水準では将来、世帯の生計を支えていくこと   

ができないとの不安を持っている。結果として、意欲があっても離職せざるを得な  
い、人材の応募が減少するといった状況がある。  

・事業者は、現在の介護報酬水準では経営が苦しく、介護労働者に対する十分な処   

遇を確保することが難しいため、人材の確保・育成が困難といった状況がある。   

○ 介護労働者の実態については、  

・性別は女性の割合が高い。  

・就業形態は、施設系事業所においては正規職員の割合が高く、訪問系事業所にお  

いては非正規職員の割合が高い。  

・勤続年数は全産業平均と比較すれば短い。  
※ 介護サービス事業は介護保険制度開始後（平成12年）の参入が多いことに留意が必要  

である。  

・賃金水準は全産業平均と単純に比較すれば低い。  

・介護労働者の賃金水準は、勤続年数に応じて一定の伸びが見られるという実態も  

ある。  
・介護労働者の賃金水準の議論に当たっては、勤続年数や年齢、性別、就業形態と  

いった条件を揃えた実態把握に基づく比較が必要。また、地域による差が大きいこ  

とに配慮が必要。   

○ 介護労働市場の状況については、  

・社会福祉専門職種及び介護関連職種の有効求人倍率は、全産業よりも高い水準に  

あり、近年急速に上昇している。特に、都市部で高い。  
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介護職員とホームヘルパーを合わせた離職率は、全産業平均よりも高い水準にあ  

る。   

離職率については、高い事業所と低い事業所との二極化が見られる。なお、サー  

ビスの種類、開設主体等による差にも留意が必要。   

過半数の介護サービス事業所は、従業員が不足していると感じている。   

今後、介護サービス対象者数の伸びに伴い、介護職員についても需要の増加が見  

込まれる。  

○ 介護サービス事業の経営については、  

・サービスの種類、地域、規模、開設主体等により、経営状況が異なるものの、経  
営環境は厳しさを増している。  

訪問介護や適所介護は、特に受給者数の増を超える事業所数の増に伴い、競争が  

激化している。  

・介護サーービス事業所運営上の問題点として、介護報酬の水準、労働条件・環境の   

改善、良質な人材の確保に加え、書類作成や事務手続きの煩雑さを挙げる事業所が  

多い。  

な考え方について  

○ 質が高い介護サービスを安定的に提供するためには、必要な介護労働力を安定的に   

確保し、定着・育成を図ることが必要である。   

○ 介護事業の経営や介護労働者の処遇に影響を与えると考えられる要因は、次のとお   

り様々である。   

① 介護報酬の水準（労働者の専門性等に係る評価は適正か。人件費等の地域差を適  

正に反映しているか。労働者のキャリアアップが可能な水準か。安定的かつ継続的  

なサービス提供を可能とする水準か。）   

② 介護サーービス事業に係る基準や規制の在り方（サービスの質を確保するために必  

要十分な基準か。事業者の経営努力や事業展開の妨げになっていないか。）   

③ 介護保険サービスの在り方とその範囲（社会保険である介護保険が担うべき範囲  

のサービスか。）   

④ 介護事業市場の状況（利用者のニーズを把握できているか。競争が激化している  

のではないか。）   

⑤ 介護サーービス事業のマネジメント（収益を労働者の賃金に適切に分配できるよう  

な事業運営モデルになっているか。サービスの種類・地域・規模・開設主体等によ  

り適正な事業運営モデルが確立しているか。経営者に効率的で質の高いサービスを  

提供できる資質はあるか。）   

⑥ 人事労務管理の在り方（労働者の就業形態や介護能力に応じた職員配置は適正か。  

労働者の定着や能力開発を促進する人事労務管理が行われているか。人事労務管理  

を行う者に適正な管理を行う資質があるか。）   

⑦ 介護労働者市場や他の労働市場の状況（好況経済下で労働市場全体が逼迫し、介  

護労働者のなり手が減っているのではないか。介護労働者の処遇や社会的評価の低  
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さにより介護労働離れが進んでいるのではないか。介護労働市場が拡大する中で、   

中核的な人材が不足しているのではないか。）  

（参 介護サーービス提供以外の事務負担（事務が煩雑であるため、介護サービスの効率   

的な提供の妨げになっているのではないか。）  

○ 介護報酬の水準のみでは介護事業の経営や介護労働者の処遇に係る問題の根本的な   

解決にはつながらない。様々な要因について十分な分析を行い、幅広い観点からの施   

策を講じることが必要である。  

各事業に共通する事項について  

（D サービス提供体制について   

○ 質の高いサービスの効率的な提供を可能とする施策を講じるには、常勤職員と  

短時間勤務職員といった職員の就業形態や介護能力に応じた職員配置、職員の定  

着・能力開発を促進する人事労務管理の推進、適正な事業所規模といったサービ  

ス提供体制の在り方に留意すべきではないか。  

○ 介護労働者の定着を図るための措置を講じる際には、例えば、常勤職員と短時  

間勤務職員などの労働者の属性に応じた対策を講じることが必要ではないか。  

（ヨ キャリアアップについて   

○ 介護労働者のキャリアアップに資する人員配置基準、キャリアアップにつなが  

る取組を行う事業所に対する評価、研修システムの構築又は介護労働者個人に対  

するキャリアアップのインセンティブの在り方等について検討する必要があるの  

ではないか。  

その際、小規模事業所ではキャリアアップのシステムを自ら構築することが困  

難であることから、何らかの対策を検討する必要があるのではないか。   

（3 事業所の業務について   

○ 書類作成や事務に係る負担が可能な限り軽減されるよう規制の見直しが必要で  

はないか。   

④ 賃金水準について   

○ 質の高いサービスの継続的かつ効率的な提供にも留意しつつ、介護労働者に対  

する適正な処遇の確保を可能とする介護報酬の水準について分析が必要ではな  

いか。  

○ 事業所における介護労働者に係る人件費（※）配分の実態と人件真の決定要因、  

望ましい人件費配分の在り方や適正な人件貴配分を促す仕組みについて、分析が  

必要ではないか。  
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※ ここでの人件費には、外部委託、派遣等に係る費用を含む。   

○ 介護サービスと雇用の質を確保する観点から、給与水準等の地域差を適切に反  

映させる仕組みを検討する必要があるのではないか。   

（9 労働環境について   

○ 事業所によって離職率の差は大きく、離職率の高い事業所と低い事業所につい  

てそれぞれ要因を分析し、定着率の向上に生かすべきではないか。  

○ 事業所の労働条件、キャリアアップ、福利厚生、安全衛生管理等といった労働   

環境に関連する事項を事業所が情報開示することを検討する必要があるのではな   

いか。  

○ 介護現場における利用者からのハラスメント対策、腰痛予防・感染症対策やメ   

ンタルヘルスを含めた健康管理等、事業者による安全衛生管理、労働環境改善の   

ための措置の在り方を検討する必要があるのではないか。  

訪問・適所系の事業について  

（か 事業所の状況について   

○ 単独のサービスのみを行っている事業所と複数のサービスを行っている事業  

所では、経営の実態が異なるのではないか。効率的なサービス提供に向け、この  

点の分析が必要ではないか。  

② サービス提供について   

O 「出張所等」（いわゆる「サテライト」）が運用上へき地以外には活用されてい  

ないが、経営の多角化を図り、介護サービス事業の安定的な運営を可能とするた  

めに、「サテライト」の積極的な活用について検討する必要があるのではないか。  

○ 利用者のライフスタイルに沿ったサービスが提供されて初めて高い満足感が得   

られる生活援助については、重要性を指摘する意見と、社会保険である介護保険   

ですべて対応することに疑問を呈する意見があった。  

多くの事業者は介護保険によるサービス提供が中心であるが、利用者に対する   

サービス提供は介護保険だけでなく、相対契約による付加的なサービス提供もあ   

る。  

こうした観点から、介護保険が担うべき役割を考慮しつつ、訪問介護における   

生活援助の在り方や介護保険サービスと相対契約による付加的なサービスの組み   

合わせの在り方を検討する必要があるのではないか。  

○ 介護サービスを受ける者の状況に応じた柔軟かつ効率的なサービス提供を可能   

とするため、アセスメントの充実に加え、例えば、①昼間の巡回による介護サー   

ビスの提供や、②短時間の訪問介護を可能とする仕組み等について検討する必要  
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があるのではないか。  

○ 訪問介護といった福祉系サービスと訪問看護といった医療系サービスについて   

は、利用者のサービスニーズを踏まえた適切なサービスの役割分担と事業運営モ   

デルの検討が必要ではないか。その際、利用者及びケアマネジャーに対するサー   

ビスの周知徹底についても考慮される必要があるのではないか。  

③ 人員配置基準や介護報酬上の評価について   

○ 業務の実態に即した適切なサービス提供を可能とする観点から、サービス提供  

責任者等について、サービスの質の確保を前提に人員配置基準等の在り方の検討  

を行うとともに、介護報酬上の評価の可否について検討する必要があるのではな  

いか。  

○ 現状では、訪問介護員等の員数（常勤換算方法で2．5人）やサービス提供責   

任者の配置基準を満たさない場合、介護報酬の全額返還が求められる場合がある。   

このような場合でも利用者に対するサービス提供が適切に行われた場合には、何   

らかの段階的な措置を検討する必要があるのではないか。  

施設系の事業について  

○ 施設入所者の重度化の進展などを踏まえた施設の人員配置基準の在り方や介護福   

祉士等の専門性の高い職員を多く配置した場合の評価の在り方、任用要件について   

検討する必要があるのではないか。   

○ 施設系の事業者については、将来の施設の建替え等に備えた資金の積立てにより  

人件責等の必要な運営コストを過度に圧迫することのないよう、収入により建替え  

に要する借入金を返済していくモデルに切り替えることが必要ではないか。   

匝＿旦型坦＿」  

○ 実地指導・監査における見解や制度の運用に際し提出が求められる文書の様式が  

自治体ごとに異なることが、事業者にとって過重な事務負担であるとの指摘がある。  

実地指導■監査を行う者の同質性を担保する仕組みや、文書の様式を統一・簡素  

化等することにより、極力事業者の事務負担の増加を招かない仕組みを検討する必  

要があるのではないか。  
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介護サービス情報の公表制度の概要   



介護サービス情報の公表制度の主旨  

【介護サービス情報の公表の制度とは】  

・基本的に全ての介護サービス事業所が、癖、  
標準化された項目についての情報を第三者が客観 的に調査・確認走、定期的に公表  

皇塾る仕組み  

※事業所の評価、格付け、画一化を目的としない。  
※情報について、公平に、いつでも、誰でも閲覧可能とするため、地腹艶盟壷  
を基本とする。  

・利用者が介 サービス事業所を比較検討・選択することを支援  

・ 者の努力が適切に評価され選択されることを支援  

2   



介護サービス情報の公表制度の仕組み  
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指定情報公表センター・指定調査機関の指定状況  
（平成19年7月1日現在）  

指定情報公表センター  指定調査機関  

都道府県直営   0   0％   

社会福祉協議会   36   13％   

社会福祉法人（社協を除く）   5   2％   

財団法人   13   5％   

社団法人   23   8％   

NPO法人   99   36％   

国保連合会   2   1％   

有限会社   35   13％   

株式会社   55   20％   

その他   5   2％   

合 計   273   100％   

都道府県直営   6   13％   

社会福祉協議会   28   60％   

財団法人   4   8％   

社団法人   2   4％   

NPO法人   2％   

国保連合会   6   13％   

合 計   47   100％  
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情報公表対象事業所数  
（平成19年7月1日現在）  

調査員の登録状況  
（平成19年7月1日現在）  

訪問介護   24，464   

訪問入浴介護   2，334   

訪問看護   8，328   

訪問リハビリテーション   2，454   

通所介護   20，013   

通所リハビリテーション   6，362   

特定施設入居者生活介護   2，095   

福祉用具貸与   6，169   

居宅介護支援   28，459   

介護老人福祉施設   5，794   

介護老人保健施設   3，436   

介護療養型医療施設   2，263   

合 計   112，171   

調査員数  

（人）   

構成割合   

常勤   1，092   12％   

非常勤   8，017   88％   

計   9，109   100％  
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介護サービス情報の公表制度の問題点と対応  

介護サービスの情報の公表制度については、利用者や介護サービス事業者等から下記のような問題点があると  
指摘が寄せられていることから、指摘事項に対しては逐次対応し、制度の適切な運用を図っているところである。  

個 別こ資す  

るものになっていないのではないか㌻  

【現状】  

・公表画面アクセス数（平成19年5月現在）約22万件   

（※システム不具合等によりアクセス数が抽出できない4県を除くデータ）  

【対応】  

・政府公報等を通じ、利用者への制度の普及啓発に努めているところ  
・全国会議等において、各都道府県に対し、被保険者のいる世帯、管内市区町村、地域包括支援センター、   
居宅介護支援事業所等介護サービスの利用者の相談に応じる多様な主体に向けて、広く本制度の活用につ   
いて普及啓発を行うよう要請しているところ  

・今後、情報の項目の妥当性について検討を進める。  

2 事業運営の透明性の確保が不十分なのではないか。  

【現状】  

・全国会議等において、本制度の事業運営について、運営状況の開示を要請してきたところであるが、  

20都道府県については運営状況開示済み（予定含む）  

（平成19年10月時点）  27県については、未開示   

【対応】   

一 全国会議等において、各都道府県に対し、各都道府県等のホームページ等を活用して積極的に事業運営の   

公表を行うことによって事業運営の透明性を確保を図り、幅広く国民の理解を得られる制度となるよう、適切な   

対応を行うことを要請しているところ  
6   



3潮  
【現状】  

・各都道府県が、事業所に対する調査体制、地理的条件等を踏まえて算定し、都道府県条例で手数料を定め   

ている。   

（全国平均）約5万4千円  

仰】 手数料約1万3千円）（平成19年7月1日現在）   

【対応】  

・一昨年より、全国会議等において、可能な限り調査事務等の実態を把握し、手数料の水準の妥当性等につ   
いて検証し、対外的にも理解が得られるものとなるように、必要な条例の見直し等適切な対応を図るよう、累   
次要請してきているところ。本年1月16日に開催した全国厚生労働関係部局長会議においても、再度、同様  
の要請を行ったところ。   

t また、昨年12月4日付けで、各都道府県に対して事務連絡を発出し、対外的にも妥当性等についての理解   
が得られる水準の手数料に引き下げるなど必要な条例の見直し等の取組を行うよう、重ねて依頼したところ  
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介護サービス事業者に対する指導監督の概要   



奔言壷サニビえ重要者ゐ指導監査たかかる改産点等  

′ げ平成17年制度改正川代 現行の指導監査（改正後）  従前の指導監査（平成12～17年度）  
／  

言【指定の更新制度】  

；○指定の更新制の創設  
i・指定の効力に有効期間（6年）  

拒否要件の創設  
l  

暮【事後規制の強化】  

ト市町村にも監査権限封寸与  

い立入検査規程を導入  

平成18年度以降】  【指導指針平成12年度以降】  

○集団指導  

‡介革サービろ事業者を集め、講習琴  
lで制度や幸酬請求角練等について朋口  

○書面指導  

・集団指導を強化し、指定制度、事後規制の理解の促進  
（書面指導については全面的に廃止）  

一指定基準遵守の周知徹底   

・介護報酬請求に係る過誤一不正防止  

前年の集団指導に参加しなかったサー  

ビス事業所等を対象に、「主眼事項及び  
着眼点」に基づき、基準の遵守状況等に  
ついて確認  

・利用者の処遇及びサービスの質向上のため、身体拘束  
廃止や虐待の防止等への取組に関する指導強化  
（監査の前置としての実地指導の取り止め）  

（常時実施するよう改正）  

（主眼事項及び着眼点に基づくチェック型の実地指導を廃止しそれに伴う事前資料の  

作成・提出を不要とした）   

■介護報酬の各種加算等について請求の不適正な取り扱  

いの是正  

「改善酷」：  

l  

○実地指導  

施設サービス事業所は2年、居宅サー  
ビス事業所は3年に一度、「主眼事項及  
び着眼点」に基づき、基準の遵守状況及  
び運営状況、並びに報酬請求等の確認  

ー■■■■ ■■－■■・■■ ■■■－1－－■■－′  

【監査指針平成18年度以降】  

○監査  

・法令等に基づき基準の遵守状況確認の徹底  

・市町村への監査権限の付与による、監査体制の強化  
t利用者等からの苦情や通報等に基づき、立入検査等によ  
る機動的な監査を実施  

・不正請求や違反事項に応じた、「改善勧告」「改善命令」  
「指定の効力の一部又は全部停止」「指定取消」の行政処  

分の実施を強化   

【監査指針平成12年度以降】  

○監査   

不正請求や実地指導に従わない事業所   

に対し、監査‡誰十に基づき監査を実施  

監査後の行政処分として、「指定取消」   
を実施  
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監査実施  
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経済財政改革2007（し㈱る骨太め方針≡平成19年6月19日間議決定）に基づく  

介護サ置ビスの質向上に向Iづ七取組について（関係部分抜粋）  

現在までの進捗状況  主な目標・指標   

（略）  ㈲ 9．不正な保険医療機関、介  

護サービス事業者等への  

指導・監査の弓封ヒ  

・広域で事業展開する指定訪  

問介護事業所2，177事業  

所こ対して、監査を艶そ  

の結果、46事業所力学旨定取  

消等となり、これらの事業所  

から約18億円が返還され  

る予定。  

・法令に違反する介誇サービ  

ス事業者を始めとして全て  

の事業者に法令遵守を徹底  

・平成19年度中に広域で事  

業展開する指定訪問介護事  

業所の監査を実施し、平成  

24年度までに営利法人の  

全ての介護サービス事業所  

に対し指導監査を実施  
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介護ヤふビス事業所等に対する実地指導等の状況  

平成13年度  平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度  

安納倍達   重商指導  睾地指導   書酎旨導  葵地指導   書面指導  実士㈲旨導   書面指導  実地指導   書面指導  
l 介護保険施設等の区  平成12年度                                 対象数  

か   対象数 （か）  

（所）   所  （か所）  （か所）  （か所）  （か所）  

（か所）  （％）  （か所）  （％）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）  （か所）  （％）   

指定介護老人福祉施設  4，5〔国  2018  44．8  453  10．1  4，736  2．616  55．2  801  16．9  4，960  Z528  51．0  801  16．1  5．169  2．6㍊  52．0  828  16．0  5，409  2，646  48．9  976  18．0  5．361  Z624  48．9  812  15．1   

i介護老人保髄施設 l  ∠，09J  11．726  164．1  1420  115．6  l∠月∠∪  11．8拓  161，8  1538  118．4  l∠，リJOl  l．0／C  157．2  160G  l∠∪・1  lJ，U／U  11・818  「√＼√l lJこJ・∠  1587  1√11 lトロ・l  l「／ヽ■【＝ lJ．∠1J  11・774  154・7  ご1′l lUル  118・8   つト∩／つ∩ lJ・乙乙∪  1「01 l‥し‥  E⊂：つ lリJ・J  1597  10【； llU・）l  i介護老人保髄施設  l（（（〈 ∠，09J  11．726  l〈■」 りq．】  ■420  l．．＿（ lつ．0  l′、．【‖（′、  ∠月∠∪  暮一′、′、． l．dU〇  l（■′ヽ Ol，0  lrnn ∂Jむ  l」rヽノl 】む．∠l  l′ヽ′＼′l′  ∠，リJO  lィハ「ハ l．0／C  lrr′ヽ U／．∠  160Ci  l√l′ヽ■ ∠∪．▲＋  l′1′ヽ「′ヽ J，U／U  ll∩・ln l．O10  l⊂丁＼∩ JこJ．∠  1587  ll′ヽ1 トロ．l  ln‥∩ノl【＝ J．∠1J  11rrノl l．Jノ‘◆  154．7  lご1′l  UlU  118．8  lつト∩／つ∩ J．乙乙∪  11「01 l，JUl  lE⊂：つ ヽル．J  1597  110【；l lU．ヽノ   

指定介護療養型医療施設  3．938  552  14．0  245  6．2  3．917  1．207  30．8  463  11．8  3β85  1，218  30．6  433  10．9  3，887  1，2〔道  30．9  385  9．9  3．771  1，070  28．4  475  12．6  3．355  883  26．3  290  8．6   

施設系サービス小計  11．135  4，2∈裕  38．6  1．118  10，0  11．573  5．628  48．6  1．802  15．6  11．881  5，424  45．7  1月封  15．4  12，126  5．7（冷  47．1  1．細  14．8  12，425  5，4餅）  44．2  2，（裕1  16．6  11．936  5，288  44．3  1．699  14．2   

指定訪問介護事業  12．876  1，721  13．4  550  4，3  14，465  3，266  22．6  1，707  11．8  17，665  3，盟3  20．3  806  4，6  21．312  3．888  18．2  1．文治  6．1  24，827  4，468  18．0  2，569  10．3  24．460  4371  17．9  1，924  7．9   

指定訪問入谷介護事業  2，760  436  15．8  116  4．2  2，858  831  29．1  312  10．9  2．967  847  28．5  99  3，3  3．糾3  701  23．0  184  6．0  3，〔旧2  717  23．9  292  9．7  2．850  612  21．5  204  7．2   

指定訊問看護事業  8，464  417  4．9  171  2．0  8，824  1，161  13．2  513  5．8  8．821  1，168  13．2  168  1．9  8．748  1，133  13．0  221  2．5  8，643  1．228  14．2  517  6．0  8，568  1，124  13．1  475  5．5   

指定訪問ノ／ゼリテ】七っニ．事業  1，813  27  1．5  2  0．1  1，9引  128  6．5  3  0．2  2．022  76  3．8  5  0．2  1．998  88  4．4  7  0．4  2，010  73  3．6  7  0．3  1，999  99  5．0  6  0．3   

指定居宅療脚旨導事業  14，654  33  0．2  2  0．0  16，293  154  0．9  4  0．0  16．595  107  0．6  2  0．0  16．546  157  0．9  23  0．1  16，454  134  0．8  21  0．1  16，552  148  0．9  4  0．0   

指定通所介護事業  8．218  1．597  19．4  496  6．0  9，634  3，057  31．7  1．126  11．7  11．538  3，523  30．5  1．149  10．0  14．016  3，6∝）  26．3  714  5．1  16，876  4，288  25．4  1，593  9．4  19．059  4536  23．8  1．367  7．2   

指定適所ノ／、どリテ泊二．事業  5．184  1．170  22．6  449  8．7  5，391  1，865  34．6  928  17．2  5．834  1，769  30．3  953  16．3  5，987  1，823  30．4  467  7．8  6，188  1，762  28．5  634  10．2  6．090  1，721  28．3  599  9．8   

手跡斤生舌介護事業  4．659  1．493  32．0  206  4．4  4，951  2，288  46．2  736  14．9  5．246  Z417  46．1  396  7．5  5，549  2，5（石  45．1  朋9  8．1  5，896  2，588  43．9  587  10．0  6，108  Z468  40．4  691  11．3   

指定短期入所療養介護事業  6，257  1．4（B  22．4  296  4．7  6，186  2，103  34．0  683  11．0  6，771  Z（冶9  31．0  593  8．8  6，810  2．〔l均  30．1  450  6．6  6，820  1，973  28．9  553  8．1  6．392  1，819  28，5  512  8．0   

指定痴呆対応型共同生活介終業  815  227  27．9  46  5．6  1，617  979  60．5  57  3．5  2．961  958  32．4  156  5．3  4，842  1．4〔B  29．0  1亜  3．1  6，480  3．171  48．9  492  7．6  7．別）8  乙測  31．7  752  9．5   

指定特定施設入所者生活憎事案  275  78  28．4  37  13．5  358  110  30．7  31  8．7  548  162  29．6  29  5．3  807  180  22．3  33  4．1  1，247  228  18．3  172  ほ8  1，655  322  19，5  181  10．9   

指定福祉用具貸与事業  4，382  363  8．3  150  3．4  5，650  742  13．1  635  11．2  6，961  1．（D7  14．5  438  6．3  8．（：樹）  1，脱  13．2  357  4，4  8，925  1．167  13．1  868  9．7  8，526  1．131  13．3  618  7．2   

指定居宅介護支援事業  21，733  Z287  10．5  1，139  5．2  23，119  4．860  21，0  乙≦裕4  12．8  25，582  5，249  20．5  2，3≡氾  9．2  28，240  5，7∝I  20．5  3，507  12．4  30．951  6．115  19．8  4．679  15．1  30，719  5．522  18．0  Z343  7．6   

居宅系サーゼス／」せ十  92，〔冷0  11．252  12．2  3，6（沿  4．0  101．327  21．514  21．3  9，699  9．6  113，511  22．965  20．2  7，144  6．3  125，988  24．467  19．4  7．865  6．2  138，319  27。912  20．2  12．984  9．4  1亜，886  26．382  18．7  9．676  6．9   

合 計  103．225  15．548  15．1  4．778  4．6  112．9（刀  27．172  24．1  11，501  10．2  125，392  28．389  22．6  8，978  7．2  138，114  30．176  21．8  9，665  7．0  1！氾．744  33ノ402  22．2  15．糾5  10．0  152，822  31．670  20．7  11ノ375  7，4   

（注1）指定訪問看護事業、指定訪問リハビリテーション事業、指定居櫛封捌こ係る対象数lよ介言鮒寸費実態調査（各年4月審  
査分、但し、平成12年度l坪成13年5月審査分）のデータを使用してし嶋。  

（注2）平成17年度矧こついてlよ確定値ではなしセめ、今後、変動があり得る。  5   



介 護 保 険 施 設 等 に 対 す る 指 導 監 ＝瞥 事 務 実 施 人 員 調（平 成 20年1月 4 日 現 在）   

1・細 舎計  

指導監査担 当 職員 数  

専 任   兼 務   計   

本庁 職 員   300   6．415   6，715   

出 先 機 関 職 員   83   仁960   2，043   

計   J O、j  1  0，J／J  1  8．758t   

2・都 道 府 県 計  

指導監査担当職単数  

専 任   兼 務   計   

都道 府 県 本庁   171   463   634   

都道府 県 の 出 先 機 関   83   1．704   1．787   

舌十   254   2，167   2，421   

3・指 定 都 市 計  

持軋監査壌∴ぎ職息散 

専 任   兼1疲 軒   

指定都市本庁   46   150   196   

指定都市の由先機関  196   196   

計   46   346   392   

4・中 核 市 計  

徴諷思∴考｛超  

専 寿ノ、庸  軒 

ヰl核 市 本庁   42   361  403   

中核市の掛隼機関  60  60   

計  42   421  463   

5・市 町 村 計  

凍結躯轟     単級厳談 

専潅 寮∴讃 撥 

市町村  ビ 41   5，253  5，294   

広域連合・一癖阜商銀こ吏  188  188   

計   41   5，441  5，482   
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都道府県指導監査担当職員数  

看T  

看l）1星川寸 県石  本   JT    こエ ラセ機関       専 任  兼 務  合 計  専 任  兼 務  合 計   専 任   兼 務   合 計   

1／   322   3こぅ9   

8   8  37   37  45   45   
岩手県  7   7  33   33  40   40   

北海道   23   23  99   99  122   122   
3   8   肝  jO   iO   3   j8   21   

山形県  8  8    33  33  41   41   

福島県   6   2   8   51   52   7   53   60   
茨城県   9   24   33  128   128  9  152  161   
栃木県  皿   Ⅷ  27   27  38   38   
群馬県  4   4  27   27  31   31   
埼玉県   4   20   24  4   20   24   

干葉県  10   10  51   51  61   61   

東京都   36  36  36  36   
神奈川県   6   22   28   14   80   94   20   102   122   

新潟県   7   n   8  7   口   8   

富山県  13   13  13   13   
石川県   5   12   17  20   20   5   32   37   

福井県   3   6   9  61   61   3   67   70   
山梨県  8   8  26   26  34   34   

長野県  13   13  43   43  56   56   

岐阜県  10   10  33   33  43   43   

静岡県  9   9   2   19   21   2   28   30   
愛知県   5   8   13  111   111   5   119   124   
三重県   9   9   18  9  9  18   
滋賀県  6   6  74   74  80   80   
京都府  7   7  42   42  49   49   

大阪府   29   17   46  29   17   46   
兵庫県  6   6  63   63  69   69   

奈良県   4   9   13  4   9   13   
和歌山県   2  10  12  30   2  40  42   

鳥取県  5  5    22   27   27   

島根県  28   28  28   28   

岡山県   10   口   Ⅷ   40   3   43   50   4   54   
広島県   5   口   6  49   49   5   50   55   
山口 県   2   9   11  40   40   2   49   51   

徳島県  7   7  4   4  11   Ⅷ   

香川県   6   口   7   10   12   22   16   13   29   

愛媛県  18   18  34   34  52   52   
高知県   7   3   10  7   3   10   

福岡県  27   27  32   32  59   59   
佐賀県  8   8  8  8   
長崎県   3   16   19  3   16   19   
熊本県  10O  10  10   10  20   20   

大分県   6   口   7  6   n   7   

宮崎県  8   8  53   53  61   61   

鹿児島県   3   8   11  30   30   3   38   41   
沖縄県  6   6  10   10  16   16   
i育l符県計   l／1 4ヒi3 634 83   1＿／U4 1＿／8／l   2b4  2＿16／1     2＿421   
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市 町 村 指 導 監 査 担 当 職 員 数（ 都 道 府 県 別）  

指  導  監  査  担  当  職  員  数  広 域 連 合・一 部 事 務 組 合  
都 道 府 県 名  市 町 村 数  

専  任  兼  務  団 体 数  合  計  構 成 市 町 村 数  

177   

3  （11）   558  559   
138  139   

4  （14）  山  王●   

129  129   
2   （5）  83  83   

116  116   
135  135   

44  7  143  150   
30  104  104   
38  147  147   
68   口   （3）   3  282  285   
54  180  180   
62  17  270  287   
29  125  125   
34  103  103   
14   3   （9）  28  28   
18  95  95   
17   口   （2）   66  67   
28  95  95   
80   3   （17）  56  56   
41   3   （9）   5  15  20   
40  136  136   
59   口   （4）  158  158   
29   3   （7）  97  97   
26  76  77   
25  89  89   
39   ロ   （3）  149  149   
39  191  191   
38  1  130  131   
29  73  73   
19   口  （3）   43  44   
21   4   （12）  47  47   
25  90  90   
21  99  99   
21  89  90   
24   口   （2）  69  69   
16  55  55   
19  76  77   
33   ロ   （5）  98  98   
64   （39）   n    126           127   
20   3   （16）  39  39   
22   口   （3）  70  70   
47  124  124   
17  49  49   
29  112  112   
45  154  154   
41   1：  （28）      45            45   

l 市 田丁 不寸 含 言十   l   1＿768 38！ （192）  41 5＿441 5．482 
※ 市 町 村 教 は、1月  4日 時 点 の 各 都 道 府 県 の 市 区 町 村 教    か ら、指 定郡 市、   中 核 市 を 除 い た 教 で あ る   
※（）内 の 構 成 市 町 村 数 は、市 町 村 数 の 内 数であ る  
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参考資料1  

介護事業運営の適正化に関する有識者会議報告書  

介護事業運営の適正化に関する有識者会議  

平成19年12月3日   



○ 本有識者会議は、株式会社コムスン（以下「コムスン」という。）の不正   

事案を受けて、介護サービス事業者による不正事案の再発を防止し、介護事   

業を適切に運営するために必要な措置等について検討するため、平成19年   

7月に設置され、関係団体からのヒアリングを含めこれまで5回にわたり議   

論を行ってきた。  

○ 全国的に事業を展開していたコムスンは、その不正行為により介護事業か   

ら撤退することを余儀なくされ、事業移行も完了した。一方、不正行為の発   

覚からコムスンの介護事業が承継事業者に移行されるまでの間の一連の対   

応の中で、現行の法制度の問題点も明らかとなった。  

○ このため、本有識者会議では、  

広域的な介護サービス事業者に対する規制の在り方  

指定事業者の法令遵守徹底のために必要な措置  

事業廃止時における利用者へのサービスの確保のために必要な措置   

等を中心に議論を行ってきた。  

○ 今般、これまでの議論を踏まえ、本有識者会議は、不正事案の再発防止及   

び介護事業の適切な運営のために必要な措置等に閲し、報告書を以下のとお   

りとりまとめるものである。  

○ 介護保険法に基づく事業者規制については、平成12年の介護保険法施行当   

初は、事業所ごとの指定取消しかできず、指定の欠格事由も限られ、また、   

指定の更新制が導入されていないなど、悪質な事業者を排除するための規制   

が不十分であった。  

そこで、．平成17年の介護保険法改正（以下「平成17年改正」という。）に   

おいては、．悪質な事業者を排除するため、一事業所の指定取消が他の事業所   

の指定・更新の拒否につながる仕組みの導入、指定の欠格事由の追加、指定   

更新制の導入等事業者規制の見直しを行ったところである。  

○ コムスンに対する処分は、複数の事業所で不正な手段による指定中講が組  
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織的に行われていたものとみられることから、平成17年改正により設けられ  

た規定を適用し、コムスンの全事業所について指定及び更新を拒否すること  

としたものであるが、これは適切なものであったと考える。  

○ しかし、本有識者会議における議論の中で、   

① 企業統治の中心である事業者の本部等に立入調査・報告徴収をすること  

ができず、必要な命令等を行うことができなかった。   

② コムスンは、いわゆる処分逃れとして、本来指定取消の対象となる事業  

所について、その処分前に廃止届を提出したため、指定権者が事業所に対  

する取消処分をできなかった。   

③ コムスンは、同一グループ内の他法人に事業譲渡を行い、指定を受ける  

旨を表明した。これは実質的に処分の回避と見られかねない行為であった  

が、現行の法制度では何ら制限がない。   

④ 不正行為を組織的に行っていない事業者でも、一事業所の指定取消によ  

り他の事業所もー律に指定・更新を拒否されるが、これは行為と制裁の均  

衡という観点から妥当なものか。   

⑤ 事前規制から事後規制への流れの中で、事業者自らが業務の適正を確保  

するための内部統制の仕組みの重要性が増しているが、介護サービス事業  

者の法令遵守が十分に確保されていない。   

⑥ 利用者数・事業所数が多い事業者や、居住系サービスを展開している事  

業者が事業を廃止する場合、利用者のサービス確保がより重要な課題とな  

るが、現行の法制度では、利用者のサービス確保対策が十分ではない。   

などの問題点も指摘されたところである。  

○ こうした問題点を踏まえ、介護サービス事業者による不正事案の再発を防   

止し、介護事業の運営を適正化するため、以下のとおり所要の制度改正等を   

行う必要がある。  

広域的な介護サービス事業者に対する指導・監督体制の充実  

（1）業務管理体制に関する指導・監督権の創設  

○ 介護事業については、介護保険法上、各事業所において満たすべき基準が   

定められ、都道府県、市町村が事業所ごとに指定をした上で、指導・監督等   

を行っている。この仕組みは事業所ごとにサービスの質を確保する上で有効   

であり、現行の事業所単位の指定及び規制の仕組みは引き続き維持する必要  
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がある。  

○ 一方で、組織的な不正行為が行われる背景には、法令遵守を含めた事業者   

の業務管理体制に問題があると考えられるため、不正行為への組織的な関与   

が疑われる場合には、国、都道府県、市町村が事業者の本部等に立入調査等   

を行うことができるようにする必要がある。  

○ 事業者の本部等への調査において、法令遵守を含めた業務管理体制に問題   

があると判明した場合には、国、都道府県、市町村が事業者に対して是正勧   

告・命令ができるようにする必要がある。  

○ 業務管理体制に関する規制については、事業者の事業を展開する地域に応   

じて、都道府県域を超えて広域的に事業展開を行っている事業者に対しては   

国が、市町村域を超えて広域的に事業展開を行っているが同一都道府県内に   

とどまる事業者に対しては都道府県が主体となって、関係自治体と緊密な連   

携の下に対応することが必要である。  

（2）不正事業者による処分逃れ対策  

○ 処分逃れ対策の一環として、事業所の廃止届の提出を事後届出制から事前   

届出制とすることが必要である。  

また、監査中には事業所の廃止届を提出できないようにする仕組みの導入   

についても検討する必要がある。  

○ 指定取消を受けた事業者が、同一法人グループ内で事業移行しようとする   

際に、処分逃れのおそれがあると認められる場合には、指定権者が指定を拒   

否できるようにするなど指定について一定の制限を課す必要がある。  

○ ただし、同一法人グループ内すべての法人について指定を拒否することは、   

過度な規制となる可能性があることから、当該グループの実態を踏まえた対   

応ができるようにする必要がある。  

○ 介護事業には、株式会社をはじめ社会福祉法人、医療法人、特定非営利活   

動法人等様々な経営主休が参入していることから、同一法人グループの範囲   

については、資本関係のみならず実質的な支配・被支配関係にも着目する必   

要がある。  
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（3）きめ細かな監査指導の実施  

（）監査指導は、事業者の不正行為を未然に防止し、業務の健全性を確保する   

観点から、きめ細かく、機動的に行われる必要がある。  

○ 都道府県、市町村は、通常の事業所監査の際にも、その一環として必要が   

あると認める場合は、事業者の本部等に立入調査等を行うことができるよう   

にする必要がある。  

（）都道府県、市町村の監査指導については、法令の規定を過度に厳格にとら   

えたり、介護報酬の返還のみの指導に偏っていたりするなど、各自治体や担   

当者ごとに判断にバラツキが見られるとの指摘もあることから、監査指導業   

務の標準化を図る必要がある。  

O 「不正又は著しく不当な行為」については、不測の事例について指定の拒   

否や指定取消を行うための条項であり、立法技術的には許容されるが、各自   

治体による判断に不合理な差が生じることのないよう、いくつかの例を示す   

ことを検討する必要がある。  

（）不正行為等に対して機動的に対応するため、現行の法制度では改善勧告・   

命令の対象となっている人員、設備・運営基準違反に加え、指定取消事由と   

なっているその他の違反行為についても、改善勧告・命令の対象とする必要   

がある。  

（〕不正行為を行った事業者に対し、介護報酬の返還及び加算金の支払をさせ   

る場合に、保険者が確実に徴収できる仕組みについて検討する必要がある。  

事由の見直し  （4）指定・更   

（〕組織的な不正行為を行う悪質な事業者を介護事業から排除するため、コム   

スンの事案のような不正行為について指定・更新を拒否する仕組みは引き続   

き必要である。  

（〕 しかしながら、   

① 組織的な不正行為を行っていない事業者についても、一事業所の不正行   

為をもって、他のすべての事業所について、一律に指定・更新を認めない  

とすることは妥当か。  
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② 一自治休の指定取消処分により他の自治休において機械的に指定・更新   

できないということは、他の自治体の権限を過度に制約していることにな   

るのではないか。  

などの指摘がある。  

（⊃ このため、事業所の指定取消があった場合に、指定・更新を拒否できる仕   

組みを維持した上で、各自治体が、事業者の不正行為への組織的な関与の有   

無を確認し、自らの権限として指定・更新の可否を判断できるようにする必   

要がある。  

（⊃ 自治体の圏域を超えて広域的に事業所を展開する事業者について、組織的   

な不正行為が疑われる又は確認された場合は、国、都道府県、市町村の間で   

十分な情報の共有を行った上で、緊密な連携の下に対応することが必要であ   

る。  

（⊃ 居住系サービスであるグループホームや有料老人ホームなどは、利用者の   

日常生活の場であり、仮にその指定を取り消すとすれば、これらに代わる生   

活の場を確保する必要があることから、利用者に対する影響が大きい。この   

ため、居住系サービスと適所型・訪問型等の在宅系サービスを一括りにして   

いる現行の指定類型のあり方について検討する必要がある。  

法令遵守等に係る体制の整備  

○ 介護保険制度は、要介護・要支援の高齢者を対象とするサービスであり、   

その費用は保険料と公費によって賄われるなど公益性の高い制度であること   

から、そのサービス提供主体である事業者には、より高い水準の法令遵守と   

事業運営の透明性の確保が求められる。  

○ このため、新たに事業者単位の規制として法令遵守を含めた業務管理体制   

の整備を義務づける必要がある。その際、事業者の規模等に応じた義務とす   

る必要がある。  

○ また、法令遵守等の自主的な取組を促す観点から、介護サービス情報公表   

制度、第三者評価制度等を活用するほか、介護支援専門員など専門職や同業   

者間の相互評価的な取組を推進する必要がある。  
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（〕事業者が法令遵守を含めた業務管理体制を整備するに当たっては、制度や   

規制・指導の内容について理解を深めることが必要であることから、例えば、   

行政が事業者規制の内容について周知を徹底するとともに、法令遵守に関す   

る研修を実施するなどの取組が必要である。  

（〕事業者に対して規制を課すばかりでなく、法令遵守を含めた業務管理体制   

を整備して適切な事業運営を行っている事業者に対しては、更新申請時の事   

務の簡素化を図るなど何らかのインセンテイ’ヴを与えることを検討する必   

要がある。  

事業廃止時における利用者へのサービス確保対策  

（〕事業廃止時における利用者へのサービス確保対策については、一義的には   

事業者の責任において実施する必要がある。   

他事業者への個別利用者の紹介や事業の承継に当たっては、事業者間又は   

事業者と利用者の間での契約を尊重するべきであるが、その際、手続きの公   

平性t公正性や従業員の雇用維持等についても適切な配慮がなされる必要が   

ある。  

（〕事業者によるサービス確保のための措置については、個別に利用者を引き   

継ぐ場合は個々の利用者の他事業者へのあっせん、事業の承継を行う場合は   

事業移行計画の作成、必要に応じた承継事業者の公募等、事業者が事業移行   

の態様や規模に応じ必要な措置を講ずることが必要である。  

（〕前述のようなサービス確保のための措置については、多くの関係者が関わ   

るため、当該事業者のみでは十分に対応できない場合も考えられることから、   

行政が必要に応じ事業者の実施する措置を支援する必要がある。  

（〕行政としては、事業者の行う措置に対する支援として、事業移行計画作成   

に当たっての助言や承継事業者の公募実施の支援、利用者に対する支援措置   

として相談窓口の設置等を検討する必要がある。  

（〕利用者に対する継続的なサービスの確保という観点から、指定更新を拒否   

する際に更新期限まで十分な期間がない場合には、利用者の引受先が決まる   

までの一定期間に限り、指定の有効期間を延長するなど指定更新期間の弾力   

的な運用を図ることができるよう検討する必要がある。  
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（〕迅速できめ細かな監査指導を行うことができるようにする観点から、事業   

所への監査指導の事務を都道府県から市町村に移すことについては、地域密   

着型サービスの指定権が市町村に移されて間もないこと等から、長期的に検   

討すべき課題である。  

（⊃ コムスンの不正事案を契機として、介護保険制度に対する国民の信頼が揺   

らいでいる。   

本報告吾が一つの契機として、不正事案の再発防止及び介護事業の運営の   

適正化が図られるよう、介護保険制度の見直し等が早急に行われる必要があ   

る。  

また、これらの目的を達成するため、介護サービス事業者は自主的な取組   

を一層推進するとともに、関係者が連携して、国民から信頼される介護保険   

制度の構築に努めることを期待する。  
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介護事業運営の適正化に関する有識者会議名簿  

（座長）遠藤 久夫 学習院大学経済学部教授  

狩野 信夫 東京都福祉保健局高齢社会対策部長  

神件 裕之 東京大学大学院法学政治学研究科教授  

小島  通 愛知県健康福祉部長  

木間 昭子 特定非営利活動法人高齢社会をよくする女性の会理事  

小山 秀夫 静岡県立大学経営情報学部長  

楼井 敬子 学習院大学法学部教授  

山本 憲光 弁護士  

（五十音順、敬称略）   
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介護事業運営の適正化に関する有識者会議の議論の経過  

第1回（平成19年7月19日）  

○ 事業者規制の現状について  

○ 株式会社コムスンの不正事案について  

第2回（平成19年8月24日）  

○ 介護事業運営の適正化に関するヒアリング  

ヒアリング先：社団法人全国老人福祉施設協議会  

有限責任中間法人日本在宅介護協会  

有限責任中間法人全国介護事業者協議会  

日本介護支援専門員協会  

日本労働組合総連合会  

保険者代表（宮城県仙台市）  

第3回（平成19年10月5日）  

○ 株式会社コムスンの事業譲渡について  

○ 自由討議  

第4回（平成19年10月24日）  

○ 論点整理について  

第5回（平成19年12月3日）  

○ 報告書とりまとめ  
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j竺資型し  

今後の介護労働力問題に関する対応について  

参考資料   



1 労働者の属性  

○福祉施設介護員やホームヘルパーは、全産業と比較して、女性労働者の比率が高く、勤続年数は  
短い。また、きまって支給する現金給与額も、全産業と比較して低い。  

○ 訪問系の事業所では、非正社員の労働者が多い。  

（1）一般労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び平均賃金  

男  女  

構成比  平均年齢  勤続年数  きまって支給す る現金給与額  構成比  平均年齢  勤続年数   
きまって支給す  

る現金給与額   

全産業   68．8％   41．8歳   13．5年   372．7千円   31．2％   39．1歳   8．8年   238．6千円   

福祉施設介護員  29．2％   33．2歳   4．9年   227．1千円   70．8％   37．2歳   5．3年   206．4千円   

ホームヘルパー   15．2％   37．6歳   3．9年   230．6千円   84．8％   44．7歳   4．5年   197．0千円  

（出典）平成18年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）。調査時点：平成18年7月。  

一般労働者とは短時間労働者以外の労働者であり、正規雇用・非正規雇用を問わない。  

（2）労働者の就業形態  

正社員   非正社員   

施設（入所）   65．0％   34．8％   

訪問系   34．3％   65．3％   

（出典）平成18年介護労働実態調査（（財）介護労働安定センター）調査時点：平成18年8月  
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2 有効求人倍率の推移  

○ 社会福祉専門職種の有効求人倍率は最近急速に高まっている。介護関連職種の有効求人倍率も  
高まっている。  

平成5  平成10  平成11  平成12  平成13  平成14  平成15  平成16  平成17  平成18   

全  

職  
0，70   0．48   0．47   0．60   0．54   0．54   0．66   0．83   0．94   1．02  

業   

パート）   
0．66   0．40   0．38   0．47   0．42   0．41   0．53   0．71   0．84   0．92  

常用的パー  

トタイム   
1．06   1．08   1．08   1．39   1．28   1．28   1．45   1．32   1．29   1．35   

社  

A ＝て  

0．54   0．59   0．74   0．86   1．08   1．30  

福   
祉  

パート）   
0．20   0．18   0．25   0．32   0．38   0．43   0．55   0．69   0．91   1．10  

専  

門  

職  1，31   1．37   1．61   1．47   1．55   1．79   

種   

介  

護  
1．14   1．47   1．74  

関   

連   
0．69   0．97   1．22  

職  

種   

トタイム  
2．62   2．86   3．08   

○有効求人倍率の地域格差：介護関連職種（常用（含パート））東京都2．82倍～沖縄県0．69倍   

（出典）職業安定業務統計。数値は年度内各月の平均値。  
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3 離職の状況①  

○ 介護職員の離職率は、全産業と比較して正社員において高い。  

○ 職員の定着率が低いと回答している事業所は、訪問系よりも施設（入所）系の事業所が多い。  

（1）離職率  

全体   正社員   非正社員   

全産業平均   16．2％   13．1％   26．3％   

介護職員   21，7％   27．3％   
20．3％  

ホームヘルパー  19．6％   14．0％  

※全産業の出典は「平成18年度雇用動向調査結果（厚生労働省）」（平成18年1月1日現在の常用労働者数に対  

する1月から12月の期間中の離職者の割合）  

※全産業については「全体」は「常用労働者」、「正社員」は「一般労働者」、「非正社員」は「パートタイム労働者」を  

指す。  
※介護職員及びホームヘルパーの出典は「平成18年介護労働実態調査（介護労働安定センター）」（平成17年9月  

1日の従業者数に対するその後1年間の離職者数の割合）  

（2）従業員の定着状況  

定着率が低くて  定着率は低いが  

困っている  特に困っていない   
定着率は低くない   

訪問系   12．7％   8．9％   70．1％   

施設（入所）系   25．4％   14．4％   58．0％   

（出典）平成18年介護労働実態調査（（財）介護労働安定センター）調査時点：平成18年8月  
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3 離職の状況②  

○ 離職率の分布には、離職率が「0％」の事業所と「30％以上」の事業所との二極化が見られる。  

訪問介護サービス事業所における訪問介護員の離職率  

分析対  事業所単位の1年間の離職率  事業所単  

象事業  
離職率  

位の2006  

所数   
離職率の分布（％）  

年8月末  

平均値  0％  時点在職  

（％）  （安定）   者数平均  

値（人）  

正社員  2，790   17．4   64．4   1．6   4．2   7．1   22．7   3．9   

常勤労働者   758   18．4   70．6   0．8   3．6   4．1   21．0   3．3  

非  
定型的短時間労  986   13．4   65．1   4．9   8．7   6．3   15．0   8．9  

正  

貝  1，765   19．7   38．0   10．2   16．7   12．9   22．3   17．2  

労働者  

（登録ヘルパー）  

（注1分析対象）  

表の分析対象は、職種別・勤務形態別に現在の従業員数、1年間の採用者数、1年間の離職者数の全てに回答があり、かつ、介護事業の開始が1年以上前で、現在訪  

問介護もしくは予防訪問介護サービスを提供していると回答した事業所に限定している。  

（注2 用語の定義）  

【就業形態】  

正社員：雇用している労働者で雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者等を除いた、いわゆる正社員  

非正社員：正社員以外の労働者（契約社員、嘱託社員、臨時的雇用者、パートタイム労働者）  

【勤務形態】  

常勤労働者：事業場に定める所定労働時間を全て勤務する者  

短時間労働者：1日の所定内労働時間又は、1週の労働日数が常勤労働者より少ない者  

定型的短時間労働者：労働日及び労働日における労働時間が定型的・固定的に定まっている短時間労働者  

非定型的短時間労働者：月、週又は日の所定労働時間が、一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される者（登録ヘルパー）  
（出典）月刊福祉November2007 P31（平成18年介護労働実態調査（（財）介護労働安定センター）の個票データの再集計によるもの。）  5   



3 離職の状況③  

採用率・離職率と離職者構成  

・紺．。  

1年間の  1年間の   離職者のうち   離職者のうち  

採用率  離職率   1年未満の者   1年以上3年未満の者   

介護老人福祉施設   26．3  19．7   37．4   38．0   

介護老人保健施設   25．0  21．2   34．1   42．1   

介護療養型医療施設   26．5  20．9   36．2   39．7   

認知症対応型共同生活介護   57．3  31．8   59．7   33．9  

鹿 、；i  、堂IA   

10％未満      10％以上  15％以上  20％以上  25％以上  30％以上  無回答  

15％未満  20％未満  25％未満  30％未満  

介護老人  
29．4  17．8   12．5   9．9   7．9   19．5  2．9  

福祉施設  

介護老人  
25．0  15．5   16．1   11．6   7．3   20．4  4．1  

保健施設  

介護療養型  

17．2  13．5   9．4   14．1   6．3   30．7  8．9  
医療施設  

認知症対応型  
16．1  15．0   8．6   10．1   8．5   33．3  8．3   

共同生活介護  

（出典）平成18年度介護労働実態調査（（財）介護労働安定センター）  

（注）離職率及び離職者は正社員・非正社員を対象としている。   6   



4 訪問介護事業所の運営状況・訪問介護事業者の動向  

○ 訪問介護受給者数は平成17年11月をピークに減少を始めている。  

○ 訪問介護請求事業所推移（平成18年4月以降の予防給付については除く。）は、訪問介護受給者数  
の伸び率が下がり、かつ、減少を始めた時点以降も引き続いて増加している。  

（出典）介護給付費実態調査（厚生労働省）  （出典）介護給付費実態調査（厚生労働省）   



5 訪問介護事業所の運営状況・「1事業所当たり受給者数」減少の影響  

① 訪問介護1事業所当たりのサービス回数について  

※ 青線：月当たりの1事業所当たりのサービス回数   

黒縁：月当たりの1事業所当たりのサービス回数を4月ごとに計算  

した一連の平均値  

（出典）介護給付費実態調査（厚生労働省）  

② 訪問介護1事業所当たりの費用額について  

0 2．のとおり、1事業所当たりの受給者数  

が減少し、また、上記のとおり、訪問介護  
1事業所当たりのサービス回数も減少して  

いることから、卿   
の費用租有に  

ある。  
○ 訪問介護1事業所当たりの責用額の  
ピークは、平成14年11月頃から平成15年6  

月頃までとなっている。  
※ 青線：月当たりの1事業所当たりの費用額   

黒線：月当たりの1事業所当たりの費用額を4月ごとに計算  

した一連の平均値  

（出典）介護給付費実態調査（厚生労働省）  
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6 事業所運営上の問題点  

事業所は、介護報酬、労働条件・福祉環境の改善、良質な人材の確保、事務手続きの煩雑さを事業  
所運営上の問題点と考えている。  

サ‾ビスさ 

○指定介護サービス事業を運営する上での問題点（複数回答）  

今の介護報酬では十分な賃金を払うことができない   

介護サービス提供に関する書類作成が煩雑で、時間に追われてしまう   

経営（収支）が苦しく労働条件や福祉環境の改善をしたくてもできない   墨旦ユ塑   旦旦ユ艶   

良質な人材の確保が難しい   30．1％   雌   

介護保険の請求事務が煩雑で時間に追われてしまう   ユ旦遡   ユ旦旦塑   

介護従事者の介護業務に関する知識や技術が不足しており、教育が必要   11．1％   20．1％   

介護保険の改定等についての的確な情報や説明が得られない   13．9％   13．8％   

利用者や利用者の家族の介護サービスに対する理解が不足している   18．4％   10．6％   

介護従事者の介護業務に臨む意欲や姿勢に問題がある   5．9％   9．8％   

管理者と職員間のコミュニケーションが不足している   3．9％   8．6％   

介護従事者同士のコミュニケーションが不足している   4．3％   8．4％   

雇用管理等についての情報や指導が必要である   5．7％   5．1％   

その他   4．4％   3．8％   

特に問題はない   3．4％   3．1％   

（出典）平成18年介護労働実態調査（（財）介護労働安定センター） 調査時点：平成18年8月  9   



老発第1023001号  
平成18年10月23日  

都道府県知事  

各 市 町 村 長  殿  

特別区区長  

厚生労働省老健局長  

介護保険施設等の指導監督について（通知）   

介護保険法に基づく介護保険施設及び事業者に対する指導監督については、介護保険制度の健  

全かつ適正な運営の確保を図るため、法令等に基づく適正な事業実施に努めさせるとともに、別  

添1「介護保険施設等指導指針」及び別添2「介護保険施設等監査指針」を参考に指導監督に当  

たられるようお願いしたい。   

なお、指定都市及び中核市は、老人福祉法上、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに対す  

る指導監督の権限を有していることから、老人福祉法による権限行使に当たっては、特定施設入  

居者生活介護の指定を受けている養護老人ホーム及び指定介護老人福祉施設に対する都道府県の  

指導監督と十分な連携を図って実施に努められたい〔⊃   

また、本通知による指導監督の実施に関しては、医療保険各法及び老人保健法に基づき地方社  

会保険事務局及び都道府県が行う指導監査の担当部署や、医療法に基づき都道府県、保健所設置  

市及び特別区が行う医療監視の担当部署とも連携の上、その円滑かつ効率的な実施に努められた  

い。   

なこお、平成12年5月12日老発第479号「介護保険施設等の指導監査について」は廃止す  

る。  
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別添1  

介護保険施設等指導指針  

第1 目的  

この指導指針は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が介護保険法（平成9年法律第1   

：Z3号。以下「法」という。）第23条の規定による居宅サービス等（居宅サービス（これ  

に相当するサ｝ビスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。）、  

居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護予防サービス（こ  

れに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービス  

を含む。）若しくは介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）をいう。以下同じ）  

を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこ  

れらの者であった者（以下「居宅サービス実施者等」という。）に対して行う保険給付に関  

する文書の提出など及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第24条の規定による質問など  

及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行  

う保険給付及び予防給付（以下「介護給付等」という。）に係る居宅サービス等（以下「介  

護給付等対象サービス」という。）の内容並びに介護給付等に係る費用（以下「介護報酬」  

という。）の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支  

援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対  

象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。  

第2 指導方針  

指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所  

の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指  

定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若し  

くは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開   

設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若  

しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予  

防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービ  

ス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該  

指定に係る事業所の従業者（以下「サービス事業者等」という。）に対し「指定居宅サービ  

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年3月厚生省令第37号）、「指  

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」（平成11年3月厚生省令第38号）、   

「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成11年3月厚生省令第  

39号）、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成11年  

3月厚生省令第40号）、「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平  

成11年3月厚生省令第41号）、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営  

に関する基準」（平成18年3月14日厚生労働省令第34号）、「指定介護予防サービス等  

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ｝ビス等に係る介護予防のための効果的  

な支援の方法に関する基準」（平成18年3月14日厚生労働省令第35号）、「指定地域密  

着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス  

り   



に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年3月14日厚生労  

働省令第36号）、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等  

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」（平成18年3月14日厚生労  

働省令第37号）、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成12年  

2：月厚生省告示第19号）、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」（平  

成12年2月厚生省告示第20号）、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す  

る基準」（平成12年2月厚生省告示第21号）、「指定地域密着型サービスに要する費用の  

額の算定に関する基準」（平成18年3月厚生労働省告示第126号）、「指定介護予防サー  

ビスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年3月厚生労働省告示第127号）、  

「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成18年3  

月厚生労働省告示第128号）、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」  

（平成18年3月厚生労働省告示第129号）、「厚生労働大臣が定める－単位の単価」（平  

成12年2月厚生省告示第22号）等に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬  

の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。  

第3 指導形態等  

指導の形態は、次のとおりとする。  

L 集団指導  

集団指導は、都道府県又は市町村が指定、許可の権限を持つサービス事業者等に対し必  

要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。  

都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の保険者に対し、当日使用した資料を送  

付する等、その内容等について周知する。  

また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に対し、当日使用した資料を送  

付する等、情報提供を行う。  

2 実地指導  

実地指導は、厚生労働省、都道府県又は市町村が次の形態により、指導の対象となるサ  

ービス事業者等の事業所において実地に行う。  

（1）都道府県又は市町村が単独で行うもの（以下「一般指導」という。）  

（2）厚生労働省及び都道府県又は市町村が合同で行うもの（以下「合同指導」という。）  

第4 指導対象の選定  

指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、  

選定については一定の計画に基づいて実施する。  

（1）集団指導の選定基準  

集団指導の選定については、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、  

制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。  

（2）実地指導の選定基準  

ア ーー般指導  

（ア）一一一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、都道府県及び市町村がサ  

ー ビス事業者等を選定する）  
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（イ）その他、都道府県及び市町村が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等  

を対象に実施する。   

イ 合同指導  

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。  

（3）都道府県及び市町村との連携  

都道府県及び市町村は互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団  

指導及び実地指導の実施に努めるものとする。  

第5 指導方法等  

二し 集団指導  

（1）指導通知  

都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらか  

じめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に  

通知する。  

（2）指導方法  

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容  

及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。  

なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する  

等、必要な情報提供に努めるものとする。   

2 実地指導  

（1）指導通知  

都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらか  

じめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。  

① 実地指導の根拠規定及び目的  

② 実地指導の目時及び場所  

③ 指導担当者  

（重 出席者  

⑤ 準備すべき書類等  

（2）指導方法  

実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書  

類等を基に説明を求め面談方式で行う。  

（3）指導結果の通知等  

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による  

調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとす  

る。  

（4）報告書の提出  

都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項につ  

いて、文書により報告を求めるものとする。  

第〔う 監査への変更  
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実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「介護保  

険施設等監査指針」に定めるところにより監査を行うことができる。  

（1）著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害  

を及ぼすおそれがあると判断した場合  

（2）報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合  

「  
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別添2  

介護保険施設等監査指針  

第1 目的  

この監査指針は、都道府県知事又は市町村長（特別区にあっては、区長。以下同じ。）が、  

介護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第76条、第76条の2、第   

177条、第7と主条の6、第78条の8、第78条の9、第83条、第83条の2、第84条、  

第90条、第1〕1条の2、第92条、第100条、第103条、第104条、第112条、  

第113条の：2、第114条、第115条の6、第115条の7、第115条の8、第11  

雲；条の15、第115条の16、第115条の17、第115条の24、第115条の25  

及び第115条の26の規定に基づき、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事  

業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業  

者であった者（以下「指定居宅サービス事業者等」という。）、指定地域密着型サービス事  

業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者  

若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下「指定地域密着型サービス事業者  

等」という。）、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定  

居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下「指  

定居宅介護支援事業者等」という。）、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施  

設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその  

長その他の従業者であった者（以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。）、介護老  

人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者（以下「介護老人  

保健施設開設者等」という。）、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設  

の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しく  

は管理者、医師その他の従事者であった者（以下「指定介護療養型医療施設開設者等」とい  

う。）、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護  

予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下「指  

定介護予防サービス事業者等」という。）、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しく  

は当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若   

、ノくは当該指定に係る事業所の従業者であった者（以下「指定地域密着型介護予防サービス  

事業者等」という。）及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者  

又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者   

（以下「指定介護予防支援事業者等」という。）に対して行う介護給付若しくは予防給付（以  

F「介護給付等」という。）に係る居宅サービス等（以下「介護給付等対象サービス」とい  

う。）の内容並びに介護給付等に係る費用（以下「介護報酬」という。）の請求に関して行  

う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サーービスの質の確保及び保  

険給付の適正化を図ることを目的とする。  

第2 監査方針  

監査は、指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支   

援事業者等、指定介護老人福祉施設間設者等、介護老 人保健施設開設者等、指定介護療養型  
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医療施設開設者等、指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業  

者等及び指定介護予防支援事業者等（以下「サ、－ビス事業者等」という。）の介護給付等対  

象サービスの内容について、第4の3に規定する行政上の措置に該当する内容であると認め  

られる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正  

若しくは著しい不当が疑われる場合（以下「指定基準違反等」という。）において、事実関  

係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。  

第3 監査対象と7三仁るサービス事業者等の選定基準  

監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める  

場合に行うものとする。   

］」要確認情報  

（1）通報・苦情・相談等に基づく情報  

（2）国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）、地域包括支援センター等へ  

寄せられる苦情  

（3）連合会・保険者からの通報情報  

（4）介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者  

（5）介護保険法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報   

：Z 実地指導において確認した情報  

法第23条及び第24条により指導を行った市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は  

都道府県がサービス事業者等について確認した指定基準違反等  

第4 監査方法等  

二L 報告等  

都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるとき  

は、サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を  

求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指  

定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査（以下「実地  

検査等」という。）を行うものとする。  

（1）市町村長による実地検査等  

市町村長は、指定権限が都道府県にある指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護  

支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介  

護療養型医療施設開設者及び指定介護予防サービス事業者等（以下「都道府県指定サ  

ービス事業者」という。）について、 実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情  

報提供を都道府県知事に対し行うものとする。  

なお、都道府県指定サービス事業者の介護給付対象サービスに関して、複数の市町  

村に関係がある場合には、都道府県が総合的な調整を行うものとする。  

（2）市町村長は、指定基準違反と認めるときは、文書によって都道府県に通知を行うも  

のとする。なお、都道府県と市町村が同時に実地検査等を行っている場合には、省略  

することができる卓）のとする。  

（3）都道府県知事は前項の通知があったときは、すみやかに以下の3～5に定める措置  

ー ／ －   



を取る尋〕のとする。  

2 監査結果0）通知等  

（1）監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められた事項については、   

後日文書によってその旨の通知を行うものとする。  

（2）報告書の提出  

都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項につい  

て、文書により報告を求めるものとする。  

こi行政上の措置  

指定基準違反等が認められた場合には、法第5章に掲げる「勧告、命令等」、「指定  

の取消し等」、「業務運営の勧告、命令等」、「許可の取消し等」の規定に基づき行政上  

の措置を機動的に行うものとする。  

（1）勧告  

サービス事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に   

対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。  

これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。  

勧告を受けた場合において当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行う  

ものとする。  

（2）命令  

サービス事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、  

当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命  

令することができる。  

なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。  

命令を受けた場合において、当該サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行  

うものとする。  

（3）指定の取消等  

都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等の内容等が、法第77条各号、第78  

条の9各号、第84条各号、第92条第1項各号、第104条第1項各号、第114条  

第1項各号、第115条の8第1項各号、第115条の17各号及び第115条の26  

各号のいずれかに該当する場合においては、．当該サービス事業者等に係る指定・許可を  

取り消し、又は期間を定めてその指定・許可の全部若しくは一部の効力の停止をするこ  

と（以下の「指定の取消等」という。）ができる。  

∠1 聴聞等  

監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分（以下「取消処分等」   

という。）に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政   

手続法（平成5年法律第88号）第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会   

の付与を行わなければならない。  

ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。  

う 経済上の措置  
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（1）勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の全部又は－一部について当該   

保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等（返   

還金）として徴収を行うよう指導するものとする。  

（2）命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則とし   

て、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わ   

せるよう指導するものとする。  

第5 その他  

都道府県又は市町村は、法第197条第1項の規定に基づき、監査及び行政措置の実施状  

況について、 別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導室に報告を行  

。  
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